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事 業 

市民協働推進室 

市民力（市民が自主的・自発的に地域課題の克服に取り組もうとする力）の向上と 

市民との協働の推進に係る事業を実施する 

職員の「協働」の理解促進と「協働」に取り組む意識啓発を目的に開催。 

新規採用職員研修・庶務担当者研修・4 年次課長及び 4 年次係長研修（外部講師による） 

まちづくりの人材育成を目的に、昭和 61 年から続く事業。 

●塾事業：市民からが「塾」単位で調査研究などを行う〔S61～R6 のべ 309 塾・塾卒業生数 10,386 人〕R8：3 塾採択 

●つながり事業：特別講座（若者向け特別講座 Me-revo）・まちづくりリーダー育成事業（若者まちづくりチャレンジ補助金） 

市民活動団体と行政が協働事業を実施するきっかけとなるための仕組み。多様な課題の解決のため、市・団体いずれかから課

題を提案し、市民活動団体等の発想を活かした事業の企画を行政と協働で事業を行う。〔これまでに 40 事業実施〕 

R8 実施予定事業：「共感を支援へつなげたい！リーダーの想いを届ける動画制作と発信」1 件 

「共感を支援へつなげたい！リーダーの想いを届ける動画制作と発信」 

提案型協働事業として、市民活動団体（ながさきダンカーズ倶楽部）との協働により、市民活動団体が地域や社会の課題解決

に取り組む姿勢や思い等を伝える動画を制作し発信することで、企業を含む様々な主体（企業、大学、商店街、地域団体等）

からの共感や支援等新たな連携につなげる。 

市民活動団体の活動活性化及び活動充実のため、補助金により経済的側面から支援する 

スタート補助金：10 万円上限 1 回限り・補助率 4/5、ジャンプ補助金：50 万円上限・3 回までで・補助率 3/4、2/3、1/2 

人材育成補助金（派遣）：上限 1 人 5 万円・補助率 1/2、（開催：スキルアップ研修開催補助）：1 団体上限 10 万円・補助率 1/2  
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長崎市市民力推進委員会 

本市の市民力及び本市と市民との協働の推進に関する重要事項の調査審議及び審査 

 

長崎市よかまちづくり基本条例（平成 27 年 12 月） 

（まちづくりの基本原則） 

第４条 私たちのまちづくり基本原則は、次のとおりとします。 

(1)情報共有の原則 市民、議会、市長等が、まちづくりに関して情報を出し合い共有すること 

(2)参画の原則 市民が、まちづくりに主体的に参画すること 

(3)協働の原則 市民、議会、市長等が、まちづくりにおいて協働すること 

長崎市第 5 次総合計画（R4～R13） 

H 《まちづくりの方針》私たちは「参画と協働によるまちづくりと確かな行政経営を進めるまち」をめざします 

H1 《基本施策》多様な主体が情報共有しながら、参画と協働によるまちづくりを進めます 
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市民力の 

推進 

協働の推進 

目  的 

※様々な主体（市民活動団体、大学、行政、企業）へのコーディネート、ネットワーキング機能の拡充 

 市民協働推進室と市民活動センターが連携を強化して共に取組む。 

強化する取組み 

ボランティアや市民活動を行う方々のための交流拠点施設として開設〔指定管理者：有限会社ステージサービス〕 

開館時間：平日 8：45～22：00、土日祝 8：45～17：30 

貸事務室（5 室）・会議室（1 室）・機器提供（印刷機・大判プリンタ等） 無料施設：交流サロン・作業スペースなど 

 長崎伝習所運営委員会 

 提案型協働事業等選定審査会 


